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グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 

「電気通信市場の環境変化への対応検討部会（第８回）」 

「過去の競争政策のレビュー部会」第８回会合 

（２部会合同） 

 

１．日時 ：平成２２年４月１５日（木）１８：００～１９：００ 

２．場所 ：総務省第１特別会議室 

３．出席者 

 （１）構成員（座長・座長代理を除き五十音順、敬称略） 

   【過去の競争政策のレビュー部会】 

   黒川 和美（座長）、相田 仁（座長代理）、勝間 和代、岸 博幸、北 俊一、 

中島 厚志、舟田 正之、町田 徹 

   【電気通信市場の環境変化への対応検討部会】 

   山内 弘隆（座長）、徳田 英幸（座長代理）、柏野 牧夫、國領 二郎、 

篠﨑 彰彦、藤原 洋、吉川 尚宏 

 （２）総務省 

   内藤総務副大臣、小笠原総務審議官、利根川情報通信国際戦略局長、山川情報流通

行政局長、桜井総合通信基盤局長、田中官房長、原政策統括官、谷情報通信国際戦

略局次長、武井官房審議官、福岡電気通信事業部長、吉田電波部長、高﨑総合研究

官、山田総務課長、淵江事業政策課長、古市料金サービス課長、長塩データ通信課

長、田原電気通信技術システム課長、二宮消費者行政課長、木村事業政策課調査官、

井幡事業政策課企画官 

４．議事 

 （１）「光の道」構想について 

（２）その他 

５．議事録 

【山内座長】  それでは、定刻でございますので、過去の競争政策のレビュー部会と、

それから、電気通信市場の環境変化への対応検討部会、第８回会合について両部会の合同

部会として開催をさせていただきます。本日も会合の模様をカメラ撮りしておりますので、

ご了承願いたいと思います。 
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 まず、「光の道」構想についてですが、これは前回の会合で作業チームを設置したところ

でございますが、本日はこれまでの検討状況を作業チームから報告いただいた上で議論を

行ってまいりたいと思います。 

 なお、議論に入る前に１点、私のほうからご報告させていただきたいことがございます。

それは前回の会合で過去の競争政策のレビュー第１次案というのをご議論いただきました

が、このレビューについては、その際の指摘等を踏まえ、黒川座長のほうでお手元にある

ような形で修正をしていただきまして、取りまとめさせていただいたという次第でありま

す。 

 それから、豊かなＩＣＴ社会実現のための５原則の案も、前回ご議論いただいた内容に

加えて、政策プラットホームので原口総務大臣からデジタルリテラシーの原則というもの

をこの５原則に加えてはどうかというご指摘を受けたところであります。そこで、そのご

指摘を受けまして、私のほうでお手元にあるような６原則という形で修正をして取りまと

めさせていただいております。こちら、両方の資料とも構成員の皆様には事前にお送りし

ているものですが、このような形で確定させていただいたということでよろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、本日の議題であります「光の道」構想についての議論に入らせていただきま

す。作業チームにおいて非常に密にご議論いただきまして、まずそのことについて私のほ

うから御礼を申し上げたいと思います。その検討の内容結果について「光の道」論点整理

（案）ということで作成いただきました。この内容につきましては、作業チームで主査を

務めていただきました相田主査よりご説明をいただきたいと思います。その上で皆さんの

ご意見をいただくということで進めたいと思います。 

 それでは、相田主査、よろしくお願いいたします。 

【相田座長代理】  それでは、これまでに作業部会のほうで検討してまいりました内容

のうち、おおよそ内容のフィックスした部分につきまして、資料に沿いましてご説明させ

ていただきます。 

 もとに戻って申し上げさせていただきますと、本作業チームでは、いわゆる「光の道」

構想で大臣から参りました３つの指示のうちの１つ目の「光の道」の整備、それから、２

つ目の国民の「光の道」へのアクセス権の保障というこの２点につきまして５月中旬まで

をめどに基本的な方向性を打ち出すためということで検討を行ってきたところでございま

すが、資料の１ページ目のところ、上のところに「光の道」構想については云々と四角で
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書いてあるのは、これは大臣指示のところにあった文章でございます。それで、２０１５

年をめどにすべての世帯でブロードバンドを利用ということについて考えたわけですが、

２つの側面に分けて考えをまとめさせていただきました。 

 １、２と書いてありまして、２からのほうがわかりやすいかと思います。現在まだ超高

速ブロードバンド基盤が未整備である。超高速ブロードバンドを使えない世帯というのが

１０％ほどある。ここにどうやってそのブロードバンド基盤を整備するかということで、

以下の資料ではシンボリックな意味でこれを９０％から１００％と書いてございます。そ

れから、１のほうは、既にそういう超高速ブロードバンド基盤が整備されているエリアで

も、まだその利用というのが３０％程度にとどまっているということで、これをもっと向

上させたいということでございます。これにつきましては以下の資料では、シンボリック

には「３０％→１００％」と書いてございます。 

 ここについて順に議論してまいりたいと思いますが、何度か議論になっている「光の道」

とは何かということにつきまして、次のページに書かせていただいておりますが、先ほど

の６原則にもイノベーションアクセスの原則ということで、これから出てくるであろう高

度なＩＣＴアプリケーションを使えるようにするための基盤であろうということになりま

すと、遠隔医療等でもってハイビジョン級の映像をやりとりするためには、２０メガから

３０メガほどが必要ということと、諸外国で言っている数字を踏まえますと、まだ正確に

上り下り何メガというところまで詰めてはいないわけですが、今まで総務省が言っていた

超高速ブロードバンドという言葉がございます。 

 これは今までの定義ですと下り実効３０Mbps以上ということですが、これを想定するの

が適当ではないかということで、アメリカで１００メガと言っていることも踏まえ、それ

より上を目指すということもチャレンジする価値があるとは思われます。 

 必ず光なのかということにつきましては、必ずしもそういうことではない。ＢＷＡで下

り４０Mbps程度が実用化されておりますので、そういうものを取り入れていくことは当然

期待できるのではないかということでございます。その一方で、例えば現在、地デジ再送

信というアプリケーションに関して言いますと、番組制作側の要求する品質要求というこ

とで、やはり光でないと、ということになっております。それから、ＢＷＡ、あるいはＬ

ＴＥを普及させていく上でも、その基地局までは光が要ることを考えますと、いずれにし

てもやはり光でこの１０％の地域のかなりの部分を面的にカバーすることが必要なのでは

ないかと考えています。 
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 それから、３０％から１００％ついてですが、これからいろいろアプリケーションが出

てきて、そのアプリケーションがどれくらい魅力的なもので、どれくらい利用者がそれに

対してお金を払うかということとも関係しているわけですが、２０１５年という時点で考

えたときに、そのころＡＤＳＬとの価格競争がどうなっているか、また、もう一つ大きな

問題としましては、集合住宅の中にどれだけの期間で超高速ブロードバンドを引き込むこ

とができるかということを考えますと、もちろんその超高速ブロードバンドを３０％から

上げていくことを目指すわけですが、２０１５年の目標値で言うと、必ずしも超高速のつ

かないブロードバンド１００％というところが１つ現実的な目標ではないかと考えており

ます。 

 そういう意味で、携帯電話等というものにつきまして、その超高速ブロードバンドの一

部で考えるのは、まだ技術的に成熟度が足りないとは思われますが、超高速ではないブロ

ードバンドの一手段ということでは、かなり役割というのを期待できるのではないかと考

えております。 

 次の３ページに参りまして、その３０％から１００％、９０％から１００％というとき

にどういう考え方に行ったらいいか、議論させていただいたサマリー的なものをここに書

かせていただいているわけですが、現状で設備競争の進んでいる西日本地区のほうがその

超高速ブロードバンドの普及率、加入率が高いというようなことを考えましても、事業者

間のより一層公平な競争を通じた料金の低廉化がブロードバンドの普及に寄与するところ

が大きいのではないか。もちろん、キラーアプリケーションというのでしょうか、いいア

プリケーションが出てくるということが非常に重要であるわけですが、そういう意味でサ

ービス競争と設備競争の両面から推進していくことが重要ではないかとまとめさせていた

だいております。 

 それから、９０％から１００％、３０％から１００％と分けてそれぞれ書かせていただ

いておりますが、４ページ目は、その９０％から１００％ということで、繰り返しになり

ますが、やはり一番の基本は民間事業者が競争により整備することであろうということで

ございますが、これからの１０％をやるのには採算が非常に厳しいということでございま

す。ただ、まだ数字をお示しできる段階ではございませんが、いろいろ試算等を伺ったと

ころによりますと、長期的には利用率が向上していけば採算に乗り得る可能性もあるとい

うことで、何かこの１０％エリアだけ非常に特別扱いして、そこの部分に光ファイバーを

引くような新たな公的主体をつくるというのは不適当、長期的にそれをオペレートしてい
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くという観点から不適当ではないかと書かせていただいております。 

 ２つ目はその裏返しになるわけですが、残り１０％のエリアにつきましては、短期的に

見ると採算ベースに乗せるというのは非常に困難であることから、当面、一定の公的支援

というのを行う必要があるのではないか。ただ、その公的支援については民間事業者の投

資インセンティブを阻害しないように配慮しつつ進めていく必要があるだろうということ

でございます。それから、そのようにして整備されたインフラというものについて、長期

的に維持・運用していくためには、これも先ほどと繰り返しになりますが、１０％エリア

だけでオペレートしていくのはなかなか採算に乗せるのが難しいので、今まで整備された

９０％のエリアと１０％のエリアをまたがる一定規模のインフラを保有する主体というも

のが、その後オペレートしていくことが現実的だろうということであります。 

 それからもう一つ、その残り１０％のエリアを整備するに当たって公的な支援というも

のを注ぎ込んだ場合には、そういった支援により整備されたインフラにつきましては、必

ずしもその整備した事業者ということではなく、他の事業者も含めて公平・公正に利用で

きるような措置を講じることが適当だろうということを書かせていただいています。 

 それから、続きまして５ページ目が３０％から１００％のほうですが、先ほども申し上

げましたが、やはり事業者間の競争を活性化する、それで値段を下げることがこの普及を

進めるということで非常に重要だろうということを最初に書かせていただいております。

事業者間の競争条件につきましては、ＮＴＴ西のところでいろいろ問題もございましたが、

線路敷設の諸条件、接続情報の透明性、接続料水準等々の問題が指摘されており、そうい

うものについては見直していく必要がある。 

 それから、ＮＴＴ東西のアクセス網について、ブロードバンド利用の促進につながるさ

らなる公正競争促進のための措置を検討する必要がある。それから、これらのことを踏ま

えて、ＮＴＴグループに対する規律のあり方を検討することが必要である。それから、先

ほど言いましたように「光の道」構想、３つ目、アプリケーションというのは、この第１

部会、第２部会のマターではないのであまり書いていないわけですが、そのようなアプリ

ケーションを大いに進めていくという観点からいっても、公共機関における積極的な利活

用を進めるということで、その利用者側からもブロードバンド利用のインセンティブを高

める措置を検討するのが適当ではないかと書かせていただいています。 

 それから、最後、６枚目がそのアクセス権の保障、いわゆるユニバーサルサービス関連

の項目でございますが、当面、９０％から１００％、３０％から１００％を進めていく段
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階で申しますと、メタルから光へのマイグレーションを加速化するという意味でもって、

従来のメタルの加入電話に加えて、それと同程度の料金水準の光ＩＰ電話、できればそれ

をユニバーサルサービスの対象として現在の枠組みの中で、基金で活用していくというよ

うなことを図ってよいのではないか。 

 それから、一通りその９０％から１００％、３０％から１００％が実現した暁には、す

べての世帯で低廉な料金でブロードバンドを利用している状況を維持するという観点から、

そのブロードバンドアクセスをユニバーサルサービスの対象としていくことを図るべきで

はないかとまとめさせていただきました。 

 以上、まだ検討中の項目でここにお示ししなかったものもございますが、現時点までに

作業部会の中でおおよそ意見のまとまった部分につきまして報告させていただきました。 

【山内座長】  どうもありがとうございました。 

 このワーキンググループには北構成員と篠﨑構成員と吉川構成員がご参加されています

が、何か今の時点でつけ加えることやコメントはございますか。あるいは後でゆっくり意

見を言っていただいてもいいのですが、いかがですか。それでは、後でゆっくりのほうで、

ありがとうございます。 

 それでは、今ご説明いただきましたワーキンググループによる論点整理（案）について

皆様から広くご意見をいただこうと思います。どなたからでも結構でございますので、ご

発言願えればと思います。いかがでございましょうか。どうぞお願いします。 

【國領構成員】  少し質問させていただきたいのですが、４ページの◆の４つ目でござ

いますが、ここでの「中核的な整備主体が中心となって整備していく」という部分ですが、

これはいきなり生臭いといけないのですが、例えばＮＴＴさんは入っている。むしろ、そ

れをイメージされているという理解でよろしいですか。 

【相田座長代理】  そのＮＴＴの形がどうあるべきかというところまで議論がまだ煮詰

まっていないのですが、やはりこれまでの経緯等々を含めて考えたときに、現在のＮＴＴ

東日本、西日本がこういう整備にかなり中心的な役割を果たすのであろうということは念

頭に置いております。 

【國領構成員】  なるほど。 

【相田座長代理】  ただ、それが完全に切り離された何か独立主体になっているのか、

それとも今のようなＮＴＴ東西という形なのか、そこら辺についてはまだ議論がまとまっ

ていないので書いていないとご理解いただければ。 
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【國領構成員】  かしこまりました。そうすると、次の「直接的な財政支援により」と

いうところが１つの焦点になると思います。つまり、この中核的な整備主体が整備してい

る競争的なエリア、例えば都市部などには公平・公正に利用できるような措置は講じなく

てもいいということなのか。逆に言うと、重たいものを――この議論はどっち向きにも議

論できると思うので、その採算が合わないところのインフラ整備の義務を負わされながら、

競争エリアにおいては競争が入ると大変と既存のプレイヤーは言いたいだろうし、逆に言

うとサービスベースの競争をされる方々は、もうかるところも含めて全部やってくれない

と困るとおっしゃるでしょう。ここが１つの焦点になる気がするのですが、この辺りにつ

いては何か整理されているんですか。 

【相田座長代理】  もしかすると、作業部会メンバーでも少し意見が分かれるかもしれ

ませんが、先ほどおっしゃいました既に競争があるエリアについてどうかというのは、そ

の５ページのほうの分類ということになりますので、こちらにつきまして◆の２つ目から

３つ目にかけて、そういうところの公正競争についてもきちんと何らかの形で担保してい

かなければいけないなということでございます。 

【國領構成員】  なるほど。 

【相田座長代理】  それで、逆に４ページ目のほうは、先ほどＮＴＴ東西をかなり念頭

に置いていると申し上げましたが、いわゆる従来から行われている公設民営や地方のケー

ブルテレビ会社等が手を挙げて、そこはうちがやるということであっても、もちろんそれ

は構わないと思われるわけで、ここで最後のポチで言っているのは、逆に言うとＮＴＴ以

外が公的資金をとって整備したという場合に、その事業者に対して公的資金を得たという

理由で何らかの開放義務みたいなものが生じるのではないかという意味で、ＮＴＴがやっ

た場合には開放義務が生じるが、ほかの人がやったら開放しなくていいということではな

いと、逆にそちら向きのニュアンスと思っていただいたほうがいいかもしれません。 

【國領構成員】  ありがとうございます。 

【山内座長】  どうぞ。 

【岸構成員】  まさに今の國領先生と同じ点で別の疑問があったので伺いたいのですが、

４ページ目のこの４つ目のポツ、現実的ではないかというところなのですが、要するにこ

のポツだけロジカルに見えなかった。つまり、整備主体とメンテナンスというものは、委

託等でもできるわけですから、何故こういう整備だけで、要は一定のインフラを整備、保

有する中核的な整備主体が整備するのが現実的だという結論になるのかよくわからなかっ



 -8- 

たので、そこをもし何か明確なロジックがあれば教えていただきたい。 

 つまり、インフラを整備する人とメンテする人は別の人であっても、受委託の関係でで

きる部分があると思っておりますので、整備する人がそのままメンテするという前提があ

るのかという気がしまして、そこはどういうお考えなのでしょうか。 

【相田座長代理】  これについては、すみません。私の印象としてはこの最後の３行目

の「整備していくことが現実的ではないか」というのは、維持・運用していくというイメ

ージでとらえておりましたので、確かにここで「整備していくことが」という言葉が適切

なのかどうか、これに関しては私の一存で変えてしまってもまずいのかもしれませんが。 

【岸構成員】  そういうご認識ならば全然。 

【相田座長代理】  はい。 

【山内座長】  相田主査だけではなく、議論に参加した方、その辺り……。 

【相田座長代理】  適宜助けていただければと思いますが。 

【吉川構成員】  では、いいですか。 

【山内座長】  どうぞ。 

【吉川構成員】  確かに今読み返してみると、ここは「整備」というより「運用」とい

う言葉がふさわしかったかと思いますが、議論の中では公設公営というのはどうもあり得

ない、むしろ公設民営というのが今後も、今もありますが、あるのかなということです。

その主体はだれかというと、別にＮＴＴという特定の事業者ということではなくて、中核

的な主体ということぐらいの議論であったかと思うのですが。 

【篠﨑構成員】  今の補足とほぼ同じなので、書き方が不明瞭な面もあるかもしれませ

んが、あるエリアではＮＴＴ東西以外の事業者が中核的な場合もあり得るわけで、そうい

うエリアで限界的なところに何らかの公的支援を行う場合は、そういった地域における中

核的主体がまさに受委託の関係でオペレーションすることが望ましいと考えています。わ

ざわざそこで新しい事業主体を設立したり、その地域では中核的でない別の全国展開の事

業者がオペレーションしたりするのは、非効率の温床となりかねません。こういうことを

言い過ぎると、また余計なこととなるのかもしれませんが、デジタル時代の放送の問題も

含めていろいろ考えられるという趣旨です。 

【山内座長】  分離ということは前提にしているとういう話ですかね。 

 ほかに。今の点はよろしいですか。では、ほかに何かの点があれば。どうぞ。 

【中島構成員】  この論点整理の１ページ目の最初のところの、「光の道」構想について
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の考え方ですが、３行目で「国民の生産性を高めることを目指す」という部分はやや狭い

気がします。「我が国経済の更なる発展を目指す」ことは大枠として大いに結構だと思いま

すし、そのために「ＩＣＴを最大限活用」するという趣旨も理解できるところですが、例

えば「国民の福利厚生と生産性を高める」、あるいは「国民の豊かさ実現と生産性を高める

ことを目指す」といった、やはり国民の豊かさといったものを増進することにつながると

いう表現を入れないと、少し即物的な感じがいたします。 

【相田座長代理】  これは作業部会の場でも話題になったのですが、このワーディング

は、実は大臣指示にあったワーディングがそのまま載せているということでご理解いただ

ければ。 

【中島構成員】  そうですか。失礼しました。 

【相田座長代理】  この最初の四角については、それを再掲させていただいたという位

置づけですので、おっしゃることはごもっともだと思います。 

【篠﨑構成員】  今の補足で、これも議論になったことですが、「豊かな社会」というこ

とも大臣指示からありましたので、生産性という概念を少し広く考えましょうということ

になっています。少し広い意味で「付加価値を高める」、「豊かな社会」を目指すというこ

とで生産性の概念を理解しております。 

【山内座長】  どうぞ。 

【勝間構成員】  そうしますと、やはり明文化したほうがよろしいのではないかと思い

ます。このままの言葉では、やはり発表したときにまた生産性かと言われて、それで一々

その説明をするのは何なので、ここで何回も皆が引っかかっているということは、同じこ

とを必ず発表のときに引っかかると思いますので、ぜひ「生産性の向上・豊かな社会」み

たいな形で一言補足を入れたほうがいいかと考えます。 

【山内座長】  そういう方向でしょう。では、この点はワーディング、補足も含めて考

えるということで、ほかにいかがでしょうか。 

【國領構成員】  いいですか。 

【山内座長】  どうぞ。 

【國領構成員】  いくつかあるのですみませんが、６ページにユニバーサルサービス制

度を２段階に分けて書かれた理由はどういうことでしょうか。 

【相田座長代理】  とりあえず今の段階で、もうその上は考えてもいいかと。ただ、先

ほどからブロードバンドの定義や、実際にそれがどれくらいの価格でサービスを受けられ
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るのか、そういった様子をやはりもう少し見てみないと、下のほうのブロードバンドアク

セスのユニバーサルサービス化は考えにくいといったことだったと思います。作業部会の

ほかの構成員の方々、追加のコメントをいただければと思います。 

【篠﨑構成員】  ２ページ目の議論とも関係するのですが、先ほど國領先生が１００メ

ガないとおもしろくないとつぶやかれていたのが聞こえたのですが（笑）、国家ビジョンと

いうものは壮大であってもちろん構わないのですけれども、私の立場から申し上げると、

経済合理性を無視した国家ビジョンは、壮大であればあるほど長期では国民に塗炭の苦し

みを味わわせるというのが２０世紀の人類の歴史だということも外せません。 

ただ、せっかくビジョンを掲げてやるわけですからは、これを機に何がナショナルミニ

マムかを考えて、そこは公的な支援も含めてやりましょう、というような進め方が大切だ

と思います。いきなりすべてを１００メガというのは、「制約条件のない最大化」の話とし

てはよいのですが、現実問題として政策に落とし込む際には注意が必要だろうと思います。

例えば、全国に空港があったほうがいいとか、全国に高速道路があって、私の町にインタ

ーチェンジがあったほうがいいとか、地下鉄もあったほうがいいとか、コンビニもあって

ほしいとか、総合病院も欲しいというのは、「多々益々」でよろしいのですが、経済的には

破綻してしまいう懸念があります。山内先生や黒川先生を前にして大変僣越ですが、経済

合理性の観点からは、制約条件がある中で、国としてナショナルミニマムが何かを考える

べきだと信じます。 

 これからの皆さんのご議論でまた出てくるとは思いますが、「光の道」を２段階に考える

とか、ブロードバンドも広い意味のブロードバンドと超高速のブロードバンドを考えると

か、そういう議論を積み上げた中で作業部会としてまとめたものです。１枚目から６枚目

までが縦横斜めに完璧に整合的かと言われると我々も自信はないのですが、そういう議論

の積み上げが合っていることは理解していただきたいと思います。 

【山内座長】  どうぞ。 

【吉川構成員】  篠﨑先生に若干補足させていただきますと、やはりこのユニバーサル

サービス制度というのは広くあまねくなのですが、５年先、光がかなり普及するまでとい

うのは、一方で人口が減少する社会でもある。そうすると国土政策的には例えば青森や富

山では、コンパクトシティという構想もあって、都市化を加速するような政策もとられて

いる。そういったいろいろな政策が今一緒に打たれている中で、一義的に新しいユニバー

サルサービスの制度はどうあるべきか。まだすぐ特定はできないかというニュアンスで２
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段階である。このように解釈をしております。 

【山内座長】  國領さん、先ほどたくさんあると言いましたが、今の話、よろしいです

か。 

【國領構成員】  今のことに関連したところで、これはどちらかというとコメントが２

つですけれども、１つ目はやはり、ある程度関心事として皆さん思われているのではと思

うのが、光を敷設するだけではなくてメタルを撤去する話です。それがどういうことを打

ち出すかというのは１つの焦点になる気がしています。 

 それから２つ目は、篠﨑先生の先ほどの場外の話は場外の話として、下りではなくて上

りが大事なのではないかという気がしています。このペーパーを通じて下りばかり書いて

あるので、例えば遠隔医療とか、どこからでも遠隔医療を発信できるとか。そのようなこ

とを考えてくると、もう１個言いたかった論点、規制を何とかしろ、利用規制を何とかし

ろということを文言として入れるべきだというのがありつつ、もしそういうような規制が

なくなったときに、上りがどうなるか。これはかなり本質にかかわる議論で、やはりこの

ネットワーク社会というのは、上から降ってくる情報をとるだけではなくて、場面から情

報をどれぐらいリッチに発信できるかというところが１つの焦点なので、上りという概念

があるといいと思います。 

【山内座長】  なるほど。どうぞ。 

【相田座長代理】  上りを規定すべきではないかというのは、作業部会の中でもご意見

がございました。ただ、幾つにしたらいいかということが１つと、その数字を出すにして

も、それがいわゆるカタログ公証値なのか、ほんとうにコンスタント流せるという話なの

か、その辺りの定義もかなり難しいだろうということで、今は先送りにしているという状

況でございます。本来はやはり、キラーアプリケーションのようなものがあって、これを

動かすには下りが何メガ、上り何メガが必要ということであればスッと数字が示せるわけ

ですけれども、将来、どのようなアプリケーションが出てきてもということでいくと、ま

た篠﨑先生に経済合理性といって怒られそうですし、今、具体的な数字、かつ数字の持っ

ている意味というものを今の時点で申し上げるのが難しいということで、先送りさせてい

ただいています。 

【勝間構成員】  いいですか。上りに関して数字的なイメージとしまして、やはり映像

通信がある程度アップロードできる現状のＰＣを想定した場合に、例えば実効スピードで、

数メガ程度は少なくとも必要というような明記があるとありがたい。例えば３Ｇですと、
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今、残波数しかないので、結局、映像アップロードは厳しい。それに対してＷｉＭＡＸそ

の他ですと、実効で約５メガ出ますので、それぐらいあると結構。ＨＳＵＰＡですと、カ

タログスペックは５.７メガですが、問題はすごくカバレッジが少なくて、実質的に使える

ところが都心部の一部みたいなところに限られているということですので、國領先生のお

っしゃるとおり、上りに関しては私もぜひ数字を明記していただかないと、下りばかり速

くて上りが遅いようなネットワークが全国に行き渡ってしまうと、これは結構、後々大変

かと思います。 

【山内座長】  この問題はワーキングでもそういう意識は十分あって、それはどの辺が

あれなのかということだということですが、またこれは議論していただいてということで

すね。 

 どうぞ。 

【北構成員】  我々が言いたいことは、双方向にリアルタイムでハイビジョン級の映像

がやりとりできるという世界をつくりましょうということで、もしかしたらＤＳＬでもで

きてしまうかもしれないような将来の技術革新もあったりするのですが、ただ、２０１５

年という時間軸で考えたときに、何メガという数字を出さないと、諸外国も出していると

いうことなので、出さなければ、ということです。ただ、カタログスペックや実効速度等

は正確にはかる手法が確立されていない。あと、その条件ですね。どういう条件で使うの

か。戸建てだけでなく、マンションの場合もあったりしますし、ここをどう記述するかと

いうのは、まさにまた皆様からご意見をいただきながらつくっていきたいと思いますが、

双方向でハイビジョン級の医療、教育サービスが受けられるインフラをつくりましょうと

いうのが目標感ということでございます。【山内座長】  ありがとうございました。 

 藤原さん、すみません、お待たせしました。 

【藤原構成員】  もう言われてしまいましたが、もう少し議論を深めると、やはり私も

双方向が、下りという規定はもうＷｅｂしか使わないとか、ＡＤＳＬの幻想にとらわれて

いるので、もしこれが「光の道」をそのままとらえますと、光が原則ですと基本的に双方

向でいいはずです。技術的にそのはずなので、まず双方向。スペックは、恐らくお話があ

ったようにハイビジョンでないと遠隔医療としてはやはり少し不足ですので、ハイビジョ

ンの双方向、それが２０メガか、３０メガかはあれですが、多分、２０Mbps以上ないとハ

イビジョンは苦しいかと思います。コーディング方式にもよりますが、そういうことを言

うべきだろう。 
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 それから、ユニバーサルアクセスですが、篠﨑先生のおっしゃる経済合理性ですが、電

話で妥協するのは、本当は下をやりたいのだが、しようがないから光ＩＰ電話にしておこ

うというのは、少し経済合理性を前に推し進め過ぎではないか。やはりユニバーサルブロ

ードバンドアクセスを一気にやるべきだと思います。ただ、経済合理性を確保する方法は、

恐らくワイヤレスを組み合わせると確保できるのではないかと思いますので、決めつける

のではなくて、ほんとうに定量的に経済合理性を篠﨑先生も計算をしていただいて、いき

なり妥協するのではなくてお願いできればと思います。 

【篠﨑構成員】  電話のままでいいと言っているわけではなくて、私自身は、むしろこ

れからを展望すると、ユニバーサルサービスにブロードバンドが加わってくるのではない

かという考え方です。ただ、まだ資料が十分できていないのは否めませんが、いわゆるブ

ロードバンドと超高速ブロードバンド、１００メガまで来るのかどうかは別として、そこ

には自ずと違いがある、段階があるという話です。もしもし、はいはいの時代にできてい

るユニバーサルサービスの仕組みを広い意味のブロードバンド時代に変えていく必要があ

るという議論が本旨で、電話のままでとどまっていようということは、おそらく作業部会

でもなっていなかったはずです。【山内座長】  どうぞ。 

【中島構成員】  今の話に関係するのですが、この経済合理性のところです。もちろん

試算するのは大変難しいのですが、いわゆる「光の道」の整備をまずＩＰ電話でというこ

とであれば、多分、経済合理性はかなり厳しいわけです。ここに書いてあるように、サー

ビスの多様化が爆発的、加速的に出てくることを前提にするからこそ、そこで初めて経済

合理性がペイしてくる、見合ってくるというまとまりになると思います。確かに、最後の

ユニバーサルサービス制度、ここのところで全国民にどこのサービス水準まで行き渡るか

ということで言えば、あまり大きなことを言っても、先ほどおっしゃっていたように経済

合理性が果たして割りが合うのか、どういう結果になるのかということはきちんと見なく

てはいけない。しかし、ある程度サービスが広がることを前提に織り込んでいかないと、

なかなか経済合理性が成り立たないところに基準が当たってしまうのではないかとも思い

ます。 

 ですから、そういう面で言うと、末端まで３０Ｍから１００Ｍまでの速度が必要という

ことをさきほど言っていて、一方で光ＩＰ電話をユニバーサルサービスにして、ブロード

バンドアクセスはその次の２段階目で考えるという考え方を出している点も分かるのです

が、こういうふうに分けると逆に縮こまることになっていくのではないかというところが
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気になります。 

【篠﨑構成員】  この２段階というのは、上が１段階で、下が２段階ということではな

く、私たちが言っている２段階というのはブロードバンドサービスの中で広義のブロード

バンドと超高速のブロードバンドというのは２段階あるよねと言っているだけで、ここの

資料は、論点としてこの２つがありますと提示出しているだけだと理解しています。誤解

がないように言っておきますけれども、私は決して、もしもし、はいはいでいいというこ

とで言っているわけではありませんで、むしろ下のところを早くやったほうがいいという

展望の中で、何がナショナルミニマムか、いきなり１００全部やるのですかというところ

の議論をしているわけです。 

 それともう一つ、先ほど國領先生もおっしゃいましたが、規制改革やサービスの中身を

どう織り込むかという点です。相田座長もおっしゃったように、今でさえ９０％整備でき

ているのに３０％しか利用がないという現実があります。巨費を投じて限界的な１０％の

整備を行ったときに、利用が進まないと一体どうなるのかという問題意識です。今、医療

等が出ていますけれども、やはり上位レイヤーを視野に入れた議論は欠かせないと思いま

す。規制改革という言葉がいいのかどうなのかわかりませんが、利活用促進のための仕組

みの見直しという論点は重要だと思います。これに関連して、最後のところに出ているよ

うに、公的主体とかパブリックセクターの利活用問題は、政府が積極的にコミットできる

話なので、整備や運営は計画経済型に政府などの公的主体がやるよりも、民間の競争に任

せるとして、むしろ、ユーザーとしての政府、パブリック部門のあり方、あるいはそうい

うところに対する規制改革などは、政府部門として積極的にコミットしたほうがいいとい

う議論は作業部会でも山ほど出ています。この１枚目の◆の下に１.、２.とありますが、

私はもう一つ３.があって、規制改革とか、そういう利活用を促すようなものがあっていい

と思っているのですが、最初に相田座長がおっしゃったように、我々の作業部会に対する

大臣指示が（１）と（２）でしたので、上位レイヤーのところは踏み込んでいません。一

応、５ページ目の最後の◆に「公共機関における積極的な利活用をはじめとして」という

表現で現時点は紛れているというか、そこに一応言及されていると理解しています。 

 それが我々の作業グループのミッションかどうか、やや明確ではありませんので、今の

ところこうなっています。もしかすると第４部会とか第３部会ですか、そこに大臣指示が

行っているのかもしれませんが。【相田座長代理】  よろしいですか。 

【山内座長】  今の件のあれですか。 
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【相田座長代理】  というか、先ほど６ページのこの「光ＩＰ電話をユニバーサルサー

ビスの対象とし」という表現が誤解を招いているかもしれない。書き方が悪かったのかも

しれませんが、光ＩＰ電話の提供を義務づけるという意味ではございませんで、いわゆる

０ＡＢＪ電話というのでしょうか、品質、料金と同等であれば従来のメタルでもいいし、

光ＩＰでもいいし、場合によってはケーブル電話でもいいということでユニバーサルサー

ビス提供事業者に自由度を与えようと、そういうことでご理解いただければと思います。

これは、ここには明示しておりませんけれども、先ほど國領先生等がおっしゃっていまし

たように、こうしておくことによって将来的にはメタルの撤去というのを可能にする道筋

をちゃんとつけておきましょうということです。 

 現状ですと、とにかくメタルの加入電話を提供しなければいけないということになって

いますので、メタルを絶対にはがすことができないわけですが、少なくともそういう可能

性をつくりましょうということです。そういうことがこの裏に隠れているとお考えいただ

ければと思います。もちろん、先ほどから言っている経済合理性がございますので、直ち

にメタルを撤去ということには絶対ならないとは思いますが、そういう道をこれでつくろ

うということでございます。 

【山内座長】  岸さん、先にどうぞ。 

【岸構成員】  先ほど篠﨑先生がおっしゃられたことにまさに関係するのですが、この

５ページのところ、個人的にどうかと思っているのが、おそらく、これは読む人が見たら

ワーキンググループの認識として利用率３０から１００がなかなか進まない主たる理由は

事業者間の競争が足りないということで、最後のポツで、ちなみにインセンティブも必要

ですと見えると思います。 

 ただ、少なくとも利用率が３０から１００に上がらない理由が事業者間の競争がとにか

く主なのだ、それが一番大きな理由なのだというのがなかなかそこまで断言するのがいい

のか。私はこの面も当然あるし、先ほどまさに話があった規制改革、需要側の要因もある

はずで、その両方がある。その中でこの第１、第２は前者をやるというなりを要は事実認

識としてどう考えているのかというのは明示しておいたほうがいいのではないのかという

気はします。 

【山内座長】  それはそうですね。 

 どうぞ、町田さん。 

【町田構成員】  すみません、幾つかそもそも論、質問みたいなことも含めてなのです
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が……。 

【山内座長】  ちょっと待って。北さん、今の話の続きですか？ それでは、先にお願

いします。 

【北構成員】  まさにそのような意識を持って、ほんとうは書きたかったのですけれど

も、１番、２番のほうを中心に資料を今まとめていて、それでもやっぱり最後のポチぐら

いは入れておこうという思いで書いています。 

【岸構成員】  逆に気持ちがわかれば、これだとそれを知らない人が見た場合に勘違い

しないかということです。 

【山内座長】  それはそうですね。 

【北構成員】  そこを書いてよろしいということですか。 

【山内座長】  その辺りは、ほかのプラットホームでどういうふうに議論するか、ある

いはこの全体のまとめをどうするかということに絡むので、我々、相談させていただいて

方向性を考えさせていただく。ただ、今のままではなかなか難しいというのはよくわかり

ました。 

 すみません、町田さん、どうぞ。 

【町田構成員】  きょうの議論、そもそも論のそもそも論なのですが、きょうの議論は

来週、事業者ヒアリングも控えているし、ある程度みんなで何を聞こうかということも含

めて問題意識をすり合わせておこうという段階で、あまりきょう議論したことがそのまま

後々強制力を持つものではないと理解していますが、それでいいでしょうか。 

 それで、あと幾つかあるのですが、こちらのそもそもの豊かなＩＣＴ社会実現のための

６原則では、最初にユニバーサルアクセスの原則の中で目標として「光の道」１００％を

実現すると言い切ってしまっている。目標ですが。一方、きょうの論点の２では、いろい

ろな事情があって２０メガ、３０メガだったり、実効３０メガだったり、下り４０メガだ

ったりいろいろなばらばらもあるわけです。こんなにいろいろ書いて混乱しないのか。も

う少しざっくりと、ここまで逆に言わないで済ませてあっていいのではないか。超高速ブ

ロードバンドとか、高速ブロードバンドぐらいで、そのときに結構鮮明な動画像が送受信

できるようにとかいうことで、ある程度大臣の言いたい意図と、大臣は相当何か、今週に

入ってからの記者会見など見ていてもかなり激しく１００メガにこだわっていらっしゃる

ようですから、それはそれで尊重しつつも、いろいろな余地を残して矛盾しないようにや

っていいのではないのか。 
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 特にこの参考資料のほうの６ページでアメリカのことを書いてありますが、アメリカは

実際にはユニバーサルサービスとして残すものについては実測ですけれども、下り４メガ、

上り１メガというのは残していますよね。我々もやはりりそういう余地もある程度残して

考えておかないと、あまり無理を言うと、経済合理性のお話が出ていますけれども、かな

り強引なことが出てくると思うので、もう少しそこは緩やかに、あまりそこにこだわらな

いほうが、以前の会議で、これをどうするのかと言ったから、かえって皆さんを惑わした

かもしれないと思って反省しているのですが、そこはもう少しあっていいのという感じが

若干しています。 

 それから、これもそもそも大臣のミッションにはなかったことですけれども、アメリカ

を見ていると病院や学校でユニバを含めて１００メガだけではない、強烈な、ある種、拠

点的に整備しようという発想を持っています。藤原先生がおっしゃっていたような繊細な

遠隔医療みたいなものは、２０１５年にほんとうに過疎地の家庭でまで必要なものなのか。

そこに一発大きな、小学校か何かに持っていっておいて、あわせて使ってもらえばいいの

かということを考えたら、家庭まで持っていくというのは無理があるのではないかと思っ

ていて、そういう発想は、今、僕らはないですが、少しその地域の拠点の整備みたいなも

のを入れてもいいのではと感じていました。 

【山内座長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【藤原構成員】  今、私が遠隔医療というのを言ったのは、家庭まで１００メガと言っ

たわけではなくて、例えば過疎では、診療所等では光で、家庭は恐らくワイヤレスそうい

うところが経済合理性があるというつもりで言っております。 

【町田構成員】  そうであれば、まさにそういう観点を我々も持っているのだというの

をこの中に入れ込んでいってもらったほうが、はっきりといいのではないかという気がし

ています。 

【山内座長】  どうぞ。 

【柏野構成員】  素朴な質問なのですが、２０１５年目途と言われているのですが、こ

れはいつごろまで使われるようなものなのか、つまり、どのくらいのタイムスパンを想定

しているのかということです。議論を聞いていますと、大体今の使い方を皆さんが使える

ようになるというぐらいの水準を推定している感じがするのですが、そもそもどのくらい

のことを実現しようとするかによってスペックは変わってくるわけで、それが例えば２０
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１５年、２５年ごろまで大体同じぐらいのもので使うのであれば、足りなくなるというこ

ともあるかもしれない。もちろん経済合理性云々はあるのですが、一たん引いたら大体ど

のくらいのスパンで利用するという想定なのでしょうか。 

【山内座長】  この辺りはいかがですか。 

【相田座長代理】  あまりそういう観点で議論したことはなかったのですが、光ならば

引いたらそれはかなり長いこと使えるのではないか。使える、使えないという意味では使

えるとは思いますが、それでその２０年後、３０年後まで十分かと言われると、それこそ

ちゃんとアプリケーションが育ってくれば足りなくなるかもしれない。ただ、それだけア

プリケーションが育ってくれば、それにお金を払う人も出てくるから、その後、追加の投

資をする等うまく回ってくれるのではないか。これは私の純粋な個人的な意見です。 

 とにかく今、まだよく見えていないアプリケーションでもこれから出てきそうだから、

そこに公の資金としてやらなければいけないという段階のことをしているのであって、３

０％、１００％、みんながどんどん使うようになってくれれば、その後の心配はあまりし

なくていいのではというのが、やや責任逃れかもしれないですが、そういう言い方では不

十分でございましょうか。 

【山内座長】  よろしいですか。 

【柏野構成員】  だから、多分、ハイビジョンを双方向で送受信する以上のイメージが

現時点でないとすると、このような感じでいいという話なのですが、要は「光の道」がで

きたときにそれを使って何をするのか、もちろん具体的なサービスは、個々のサービス事

業者が考える話かもしれないのですが、どういうありがたみが本質的に新しくできてくる

というところがないままに議論しても少し具体性には欠ける気がします。 

【相田座長代理】  恐らくご存じのことと思いますけれども、当然、ハイビジョンがあ

れではなくて、その上に４Ｋとか、８Ｋとかあって、そういうものを通そうと思うとギガ

が当然入り用になるわけで、ハイビジョンでは足りないということになれば、そういうと

ころにまた順次進んでいくということになるのだろうと思います。そういう雰囲気になっ

てきたときに何をやらなければいけないのかというのは、今、最初に引くのとはおそらく

違う考え方になるだろうということで、先ほど変な言い方をさせていただきましたが、や

はりまずは最初の道筋をつくるところの考え方をここでしたのであって、これでそのまま

未来永劫大丈夫ということではないと思いますが、どれだけもつかということについては

私もよくわかりません。 
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【山内座長】  どうぞ。 

【藤原構成員】  今のお話は、おそらく光ファイバーを引くということを前提にします

と、送受信体にどういう装置を置くかということが現実問題であって、２０メガかどうか

というのは、送受信体の装置の問題ですので、光ファイバーを一たん引いてしまえば、４

Ｋだとか８Ｋだという装置に需要によって、その両極端を変えればいいわけで、光ファイ

バー新線そのものを工事すれば、拡張性はかなりあると思いますので、その辺りは今はあ

まり心配しなくていいのではないかと思います。 

【相田座長代理】  ただ、あえて申し上げれば、やはり最初に整備するものは例の８分

岐とか、そういう引き方になるわけでもって、そこで４Ｋ、８Ｋのギガをスムーズに通せ

るかというと、なかなかそうはいかないでしょう。ただ、もちろん新線も最小限引くわけ

ではないでしょうから、そういうものをどんどん活用していけばいいわけでしょうが。 

【藤原構成員】  あと波長多重もありますし。 

【相田座長代理】  ええ。 

【山内座長】  どうぞ。 

【勝間構成員】  今の民生用の機器の状況を考えますと、当然、ハイビジョン機器以上

のものは、２０２５年の時点を考えてもそれほど普及しないと思いますので、とりあえず

１,９２０通せれば十分というのが現実的なイメージではないでしょうか。その上でハイビ

ジョン、例えばテレビとビデオレコーダーみたいものが多分普及すると思いますが、それ

がそれぞれＰＣも含めて双方向になるというのが恐らくマックスの利用状況だと思います

ので、そこでアップロードとダウンロードのある程度の容量を計算するというのが１つ現

実的な解かと思いますが、そこで１回計算していただくというのは可能でしょうか。 

【山内座長】  計算というのは。 

【勝間構成員】  上りと下りに幾ら要るのか。 

【山内座長】  それは可能だと思います。１つの基準として、そういうことで計算して

いただいたものをこの中に取り込むかどうかということですね。 

【勝間構成員】  はい。そうするとある程度、なぜそれが１００なの、なぜそれが３０

なのといったことに根拠が出てくると思います。 

【山内座長】  ただ、一方で町田さんがおっしゃったようにそこまでという意見もある

ので、その辺はまたご議論いただく。あるいは出し方の問題かもしれない。その計算はき

ちんと持った上で、どこまでどういう表現をするかということかもしれませんし。いずれ
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にしても、これはワーキングのほうでご検討いただきたいと思います。 

【町田構成員】  いや、むしろこだわっているのは、１００メガとか、３０メガという

議論よりも、ほんとうは１００％のほうなのではないのかという気がしています。表現の

テクニックが必要になってくるのは。 

【山内座長】  なるほど。わかりました。 

 ほかにいかがでしょうか。徳田先生、何か。 

【徳田座長代理】  私も５ページ目の３０から１００のところの利用率のアップに関し

て、先ほども何人かの方からご指摘がありましたが、競争を活発にすれば解決するという

メッセージが余りにも強く出過ぎているので、北さんや岸さんをはじめ、ご指摘があるの

ですが、最後のところにほかのワーキンググループでもやはり同じような議論が出ている

ので、それを踏まえて利用の規制とか、こういう公共機関云々ということをうまくマージ

させた形で入れていただけると、皆さんの議論がうまく伝わるのではないかと思います。

この４番のままで来たままですと、競争さえ活発にすればもっと利活用が上がるというよ

うなメッセージに誤解される可能性があると思っています。 

【山内座長】  先ほどの意見とあわせて非常に皆さんの強い意見だったということで、

ぜひとも改善していきたいと思います。 

 何か。 

【國領構成員】  本日、一番生臭い質問をしたいのですが、５ページの３つ目の◆のと

ころで、「更なる公正競争推進」という言い方をされていて、それは今までと違う更なると

いうことをおっしゃっているのだと思います。その上の◆のところに構成要素として線路

敷設の諸条件、接続情報の透明性、接続料水準等と書かれています。それから、３ページ

のところの２つ目の◆でサービスベースの競争の話とインフラベースの競争の話をされて

います。 

 この辺が少しマトリックスにするか何かで、具体的に一体何を意味しているのかという

ところがすごく大事なところではないかと思っています。また、１個だけ少し問題提起さ

せていただくのが、今までと、なぜ更なる、なぜ追加的なことを考えないといけないかと

いうと、私は２つ要因があると思っています。１つは光とメタルのどちらかというとサー

ビスベースの競争がメタルではすごくうまくいったと思うのですが、それが光では同じよ

うなサービスベースの競争というのが置きにくいのではないか。これも仮説ですね。そこ

が１つ。 
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 もう一つはやはりワイヤレスのほうで、ワイヤレスはワイヤードほど、どこを接続点に

するのかというような話が、今までと同じような整理の仕方だとうまくいかないのかもし

れない。この２点がやはり２０００年ぐらいに導入した一連の競争政策を超えて、何か今

我々が整理し直さなければいけないとすると、おそらく、そのあたりではないかなと思う

のですが、現状、ワーキンググループとしては、この５ページの◆の２つ目ぐらいのとこ

ろについてどのようなことを想定されているのでしょうか。 

【山内座長】  これは。 

【相田座長代理】  ２つ目についてはあまり具体的にはしていないと思います。おっし

ゃられたほかの点については、いわゆるＮＴＴの形態としてあり得るものについて、どう

いう利害得失があるのか少し整理しましょうという話になっているところです。この５ペ

ージの２番目に関しては、こういう問題が具体的にあるというところ以上、ここをこうす

べきだというところについてはあまり突っ込んだ議論は今のところまだしておりません。 

【山内座長】  どうぞ。 

【勝間構成員】  １点、このペーパーを見て少し不安になりましたのが、もともと法人

や家庭用で、光ファイバーで恐らく１３０という数字が出ると思うのですが、では、例え

ばパブリックで利用する場合、今、いろいろなところでUSTREAMの実験をやっているのです

が、実際にＨＴＶの画質ですらアップロード、かなり厳しい。今、端末を３つぐらい持ち

歩いて、ここで３ＧのＨＳＵＰＡを使おうとか、ここではＷｉＭＡＸを使おうとか、ここ

は３８４しか出ないから、しようがないから３Ｇで音声だけでやろうとかいった形で、か

なり実際にパブリックの場でアップロードしようとすると、いろいろな制約がある。 

 そうすると、やはり無線網の整備と有線網の整備というのを一たん分けて議論をしない

と、有線だけ１００と３０確かに通っているのだが、無線のほうはほとんど通っていなく

て、実質的には確かに家庭と法人はできるのだけれども、そこから一歩離れた瞬間に光が

なくなってしまうということがあり得ると思うので、一たんこの議論の中にもし論点の中

で１つ、そういうパブリックエリアでは無線をどこまで目指すかということについて加え

ていただくことはできないでしょうか。 

【山内座長】  なるほどね。 

【相田座長代理】  この資料の中で一番近いところは、２ページ目の一番下のところと

いうことになるのですが、今、勝間委員が言われましたように、いわゆるモバイル、携帯

については、ここで言っている超高速ブロードや、先ほどありましたハイビジョンが上下
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通るというようなことはなかなか難しいのと思います。ただ、それとは別にパブリックア

クセスのノマディックというのでしょうか、どこか出先のところで超高速が使えるように

するというのは、必ずしも移動中でなくていいのであればいろいろなやり方はあり得ると

いうことで、そういうものについては当然考えていくべきなのではないかと思います。 

【勝間構成員】  実際、利用シーンの６割ぐらいが確かに家庭内や法人内で、４割ぐら

いが移動シーンですので、そのカバレッジを考えた場合、移動シーンにおいても何らかの

提言があるほうが望ましいと考えております。 

【相田座長代理】  その移動というのは、ほんとうの移動中ですか。 

【勝間構成員】  ほんとうの移動はさすがに厳しいと思うので、パブリックエリアに行

ったときというイメージです。 

【相田座長代理】  はい。先ほどの５ページの一番下は、これはちょっと違う意味で書

いてありましたけれども、そういう公共エリアのところにちゃんとまずは整備する。そこ

に行ったときには、それを使ってかなり、一般市民がそこに行ったときに超高速アクセス

に準じたものが使えるというのは大いに考え得るのではないか。 

【勝間構成員】  はい。 

【山内座長】  どうぞ。 

【藤原構成員】  國領先生のポイントの５ページ、私も少し気になっていて、３０から

１００％の理由なのですが、なぜ行かないか。これは競争がちゃんとできていないからと

確かに決めつけ過ぎな気がしていて、まず論点としては固定か移動かというのがあって、

どうも固定と移動を比べた場合、昔は固定が速かった。移動は遅いというところが大きな

分かれ目だったわけですが、かなり移動も早くなってきたので、移動は固定より便利なん

です。だから、固定と移動という競争がまずあって、そこに固定が負けているというのが

１つ。 

 それから、固定の中で光とメタルと比べた場合に、メタルで十分という人も結構いるわ

けです。値段が２倍するとやっぱりメタルでいいよということになってしまう。だから、

競争だけよりもテクノロジーの変遷の中でこれは考えるべきだという気はしていまして、

何か競争がちゃんとしていないからだけというのはちょっと違うような気が私はしていま

す。 

【相田座長代理】  もちろん「だけ」というつもりではなくて、先ほど言いました第１、

第２部会の下にある作業部会ということで、とりあえずこの第１、第２の枠組みの中で何
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がやれるかといったら、競争促進かなということで書いたわけですが、作業部会メンバー

を含めてやっぱり一番のあれはアプリケーションだろうということはみんなが思っている

ところではある。 

【町田構成員】  少し藤原さんに教えてほしいんですけれども、今の光、メタルの２倍

というのはどういう試算なのでしょうか。 

【藤原構成員】  月々の値段です。 

【町田構成員】  今ついている値段ですか。 

【藤原構成員】  ３,０００円と６,０００円の違いという。 

【町田構成員】  それは光電話みたいなものは、そういう意味で言うとブロードバンド

がついてきているから、そういう単純な比較でいいのでしょうか。 

【藤原構成員】  定額料金のＡＤＳＬと光の差を「えいや」で言うと３,０００円と６,

０００円ぐらいの違いではと思っただけです。 

【町田構成員】  それから、最後のこの６ページの加入電話、ユニバーサルサービスの

ところで、加入電話と同等程度の光ＩＰ電話というのを考えるときに、今のご議論で単純

に３,０００円の補助があれば同額になるというふうに考えるという話なのでしょうか。ど

う考えたらいいのでしょうか。 

【藤原構成員】  それは政策なのでしょうが、例えばメタルから光への移行を促進する

のであれば、光に移行しやすいような政策を考えるべきだと思います。 

【徳田座長代理】  すみません、相田先生が、ページ５の先ほどの利用率の件なのです

が、このＷ１、Ｗ２の中での議論だからここにあえて限定したというご指摘があったので

すが、そうすると先ほどから議論されている、例えば上下の帯域をきちんとサポートして

あげることによって新しい利用シーンが保証できるので、旧来の下向きだけの議論ではな

くて、そこもブロードバンドとしての両方向の保証をやるべきだということと、それから、

先ほどの２ページ目のところのモバイルサービス、ここにもやはり明記してあげることに

よって３０から７０の道、３０から７０に上げるところの要素というのは、やはりもう少

し我々のＷ１、Ｗ２の枠組みの中でも入れられるのではないかなと逆に思いました。 

【山内座長】  なるほど。 

【相田座長代理】  ありがとうございます。具体的にこんな文言を入れたらというご提

案がございましたら、ぜひいただければと思います。 

【山内座長】  どうぞ。 
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【吉川構成員】  ５ページは、ただ、逆に言うと私個人の思いとしては、競争政策とい

うのをしっかりうたうというのが重要だということです。３と４の部会でアプリケーショ

ン、制度改革は議論していただいているでしょうから、むしろこれからも競争政策という

のは原理原則というのがメッセージと思っています。だから、我々はこういうドラフトを

用意したということです。 

 國領さんのおっしゃった点は結構本質で難しいのですが、議論としてはやはり設備でも

結構競争している地域もあれば、そうならなかった地域もある。その事業者の行動の差異

を生み出したものは一体何だったのか。例えば関西エリアと東京エリアという比較でもい

いと思うのですが、そこを何か解明していくということがp.5の３項目めぐらいのより具体

化につながるのではないか。ただ、まだ作業部会でもそこまで答えは出していないという

状況です。【山内座長】  どうぞ。 

【藤原構成員】  私は競争政策は要らないと言っているわけではなくて、競争だけを利

用しているのはちょっと違うのではないかと言っただけです。 

【吉川構成員】  わかりました。 

【藤原構成員】  技術の競争というのもあって、メタルと光とワイヤレスといいますか、

それはそれぞれ特徴があるから理由があるわけで、技術、テクノロジー間の競争も意図し

た上で政策を打たないと、単なるポリシーだけでは技術革新の流れをつかまずにポリシー

だけでやっても何か通信事業者の人、固定部門になった人ははっきり言って元気がない。

移動の部門の人は極めて元気です。それはやはり何か収益性にも出ていて、何かそういっ

たところって考えるべきではないかということが言いたかったわけでして、競争が要らな

いと言っているわけではありません。 

【吉川構成員】  はい。 

【山内座長】  強調点の問題がわからないですね。 

 すみません、どうぞ、舟田先生。 

【舟田構成員】  作業部会の皆さん、大変一生懸命やっていただいたようで、大体私も

話はわかったし、結構だと思うのですが、２点だけ少し確認をさせていただきたいのです

が、１つは何回も議論になりましたけれども、４ページの◆の４つ目ですか、中核的な整

備主体が中心となって、ここは整備というよりは維持・運用だというお話だったのですね。 

 そうしますと、その前の３ページで、これもどなたかおっしゃいましたが、３ページ、

４ページの関係ですが、３ページは設備競争も推進と書いてあるのですが、しかし、それ
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は原則論であって、４ページの中核的な整備主体が中心となって維持・運用ですから、い

わばここでは中心ですから完全独占ではないのですけれども、その主体がいわば独占的に、

昔の言葉で言うとゼロシとして設備を敷設する。しかし、それを利用するのは次の５ペー

ジにあるように、ほかのキャリアも公平に利用できるというふうに理解してよろしいでし

ょうか。もし間違えていたら、これは今度のヒアリングのときに混乱が起きるということ

もありますし、確認したいというのが１つです。 

 もう一つは、９０から１００、利用が３０から１００というのは、これはこちらのタス

クフォースの６原則に書いてあるのですが、これはどなたかさっきタイムスパンとおっし

ゃいましたが、２０１５年までにできることを書いたのか。私は到底できないという気が

するので、これは例えば９０から１００を――あと５年ですか、少し難しいと思いますが、

あるいは利用率３０から１００というのを５年後というのは難しいと思って、もちろんそ

れでいろいろ何メガというご議論をなさったのでしょうが、これは５年後を念頭に置いた

ペーパーですか。それとももう少し先のようなことを念頭に置いた気がするのですがも、

その２点です。 

【相田座長代理】  よろしいでしょうか。 

【山内座長】  お願いします。 

【相田座長代理】  前者のほうは、私が先ほどＮＴＴ東西をかなり念頭に置いていると

申し上げたのは、ほんとうは言うべきではなかったのかもしれません。その模範的解答か

ら言えば、これはやはり既にそれなりの事業を行っていらっしゃる通信事業者、あるいは

ケーブルテレビ事業者というのであれば、どこであってもいいというのが形式的なお答え

ではございますが、現実にこれからの残り１０％の地域をほんとうにやってくれそうな人

ということでＮＴＴ東西をかなり念頭に置いているのは、少なくとも私はそうですという

ことです。 

 それから、５年でできるのですかということで、これはまだ少しほんとうのところ、そ

れこそ事業者の方にヒアリングとかで聞いてみるべきなのかもしれませんが、ほんとうに

光でうちのところに引き込むところまでというのは、おそらく、非常に厳しいと思います。

特に９０％から１００％よりも、どっちかというと３０％から１００％のほうで、先ほど

申し上げましたように、集合住宅の各戸にまで全部引き込むというのは、はっきり言って

無理です。 

 ですので、３０から１００のほうは、できるだけ超高速を促進するとしたとしても、具
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体的な目標、最終的な目標としては「超」のつかないブロードバンドで１００％を目指す

ということかなということで、これもできるかどうかかなりチャレンジングだとは思いま

すが、一応、上から与えられたということで、完全に不可能でもないだろうという線では

ないかとは思います。何か北委員のほうが苦笑いしていらっしゃいますけれども、何かコ

メントをいただければ。 

【北構成員】  無線と併用するかどうかだと思います、地域ＷｉＭＡＸとか。ほんとう

に１００％光を引こうとしたら、これはまず無理だと思います。ヘテロジニアス・アーキ

テクチャも否定していないので、経済合理性を考えれば、チャレンジングであるけれども、

目標としてはあり得るかなというレベルでございます。利用のほうは、３０％から１００％

のほうが……。 

【山内座長】  そっちのほうが難しい。 

【北構成員】  ええ。何かほかの部会のせいにしているように聞こえるかもしれないで

すが、いくらインフラが整備されても、しかも目前まで、軒先まで来ていて、値段も安い

ですといっても、それでも使わない人にどうやったら使っていただけるのか。キラーアプ

リというか、あるいは、公的なサービスをインターネット上でしかやらないとか、そこら

辺の政策とパッケージ化しないと実現不可能だと思います。【山内座長】  ありがとうご

ざいました。 

 そろそろ時間ですが、黒川先生、何か。大丈夫ですか。 

【黒川座長】  大丈夫です。 

【山内座長】  ほかにご意見ございますでしょうか。わかりました。ありがとうござい

ました。予想されたことではあったのですが、大変多くの意見をいただきまして、ワーキ

ンググループとしてもこれからの活動のしがいがあるのではないかと思っておりますが、

本日の意見交換はこの辺で終了とさせていただいて、作業チームにおかれましては、本日

の議論等を踏まえまして「光の道」構想に関する検討をさらに深めていただきたいと思い

ます。 

 次回会合につきましては、両部会合同で「光の道」構想について関係事業者、それから、

団体からのヒアリングを実施したいと考えております。事務局から次回の日程等について

補足があればお願いしたいと思います。 

【木村調査官】  今お話がありました次回の会合ですけれども、４月２０日の火曜日、

１６時半からヒアリングを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 
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【山内座長】  それでは、出席方、よろしくお願いいたします。以上で第８回会合を終

了とさせていただきます。皆様、お忙しい中をご出席、また、熱心にご議論いただきまし

て、どうもありがとうございました。 

 

以上 

 


